
組合員数 　 4,385 人 ( 令和 5 年 3 月 31 日現在 )

横　 越　 911 大江山　 781 亀　 田　 689

両　 川　 460 曽野木　 479 鳥屋野　 109

山　 潟　 218 石　 山　 199 大　 形　 539

主な内容

● 令和 5 年度予算概要・ 管内事業

● 令和 5 年度通常総代会開催報告

● 理事・ 総代選挙について

県営基幹水利施設スト ックマネジメ ント 事業

（ 本所排水路　 裏込めコンクリート 打設状況）

県営基幹水利施設スト ックマネジメ ント 事業

（ 本所排水路　 裏込めコンクリート 打設状況）

県営基幹水利施設スト ックマネジメ ント 事業

（ 本所排水路　 コンクリート パネル設置状況）

県営基幹水利施設スト ックマネジメ ント 事業

（ 本所排水路　 コンクリート パネル設置状況）

こ の事業は、 農林水産省、 新潟県、 および新潟市の補助金を 受けて実施し ています。
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　 組合員の皆様には土地改良区の事業運営に対し ま し て、 ご 理解と ご協力を賜り 厚く

御礼申し 上げま す。

　 国では、 制定後20年が経過し た食料農業農村基本法の見直し が進めら れ、 令和５ 年

度中に国会に提出さ れる 予定と なっていま す。

　 その中で、 米政策については、 国産需要のある 麦・ 大豆や飼料作物、 米粉用米、 新

市場開拓用米など への転換や畑地化を 進め産地と し て定着さ れる 取組への支援が議論

さ れていま す。 農業の競争力強化や地域の防災・ 減災・ 国土強靭化の実現には、 農地

や用排水路の基盤整備が欠かせないので、 農地の大区画化や畑地化・ 汎用化、 農業水

利施設の整備の推進がう たわれていま す。 改めま し て、 私ど も 土地改良区の果たす役

割の重要性を 感じ ており ま す。

　 令和５ 年度国の農業農村整備事業予算を 見ま すと 、 令和４ 年度当初に対し て、 令和

４ 年度補正予算と 令和５ 年度当初予算を 合わせて、 1.5倍の予算が確保さ れそう です。 新潟県におき ま し ても

苦し い県財政、 災害復旧がある 中で、 令和４ 年度補正予算を 合わせて昨年並みの予算が確保さ れ ま し た。 特

に農業者の所得向上に向けた農地の集積・ 集約化を 図る 圃場整備の推進に予算が割り 振ら れていま す。

　 当改良区の圃場整備事業は、 小杉地区が令和５ 年度から 工事に着手し 、 ま た、 新たに茅野山地区で調査事

業が始ま り ま す。 郷内では他にも 圃場整備を 希望する 地区があり ま すので、 新規採択に向けて進めてま いり

ま す。

　 し かし ながら 、 新潟県では亀田郷以外でも 圃場整備を 希望する 地区が非常に多く 、 順番を 待っ ている と は

る か先になっ てし ま いま す。 亀田郷と し ては、 簡易な圃場整備で良いと こ ろ は農地耕作条件改善事業で取り

組んでいこ う と 考えていま す。 こ の事業は国50パーセント 補助で県は入っ ていま せんので県内他地区の圃場

整備事業の進み方と は関係なく 進めら れる こ と になり ま す。

　 こ の事業の取り 組みと し ては、 基本的に農道に囲ま れた大体５ ヘク タ ールを １ ～２ 枚にし 、 暗渠で水かけ

から 排水ま で行う 地下灌漑で水位の設定を する こ と によ っ て、 小麦や大豆や野菜や米など 、 ｢何でも 作れる 圃

場」 を 作ろう と する も のです。

　 背景と し て、 現状の米栽培の農業経営が大変厳し いも のがある 、 と いう こ と です。

　 反当たり の米の所得は２ 万円、 労働時間は20時間。 小麦の所得は５ 万円、 労働時間は５ 時間。 日本の米の

消費量は年700万ト ン で過剰、 小麦は年600万ト ンでほと んど 輸入。

　 米の生産量を 減少さ せれば、 米価は上がり ま す。 ス ーパーマーケッ ト で５ kgの米の値段を 100円上げれば

１ 俵1000円上がり 反当たり １ 万円所得が増えま す。

　 私の願いは、 農家所得が増える こ と です。 そのためには何を すればいいのか。 皆様と 共に歩ん でいき たい

と 考えていま す。

◇電気料金の高騰によ る 影響について

　 ロ シアによ る ウ ク ラ イ ナへの軍事侵攻が続く 影響や円安によ る 燃料価格の高騰で、 電気料金が高止ま り 、

先が見えない状況です。 組合員の皆様も 米の価格が上がら ない状況で肥料・ 燃料・ 資材単価の値上がり と

なり 厳し い状況かと 思いま す。 当土地改良区でも 、 特に電力料金上昇は大き な問題であり ま す。 令和５ 年

度は、 今ま で8000万円の２ 倍、 １ 億5000万円になる と のこ と で、 大変なこ と になっ たと 思っ ており ま す。

電気料金は、 すべて賦課金約４ 億5000万円の中から 支払う も ので非常事態であ り ま す。 国や県から は、

「 基金のない土改は早急に賦課金を 値上げし てく ださ い。 基金のある 土改は当面基金を 充当し て徐々に賦

課金を 上げてく ださ い｡」 と 指導を いただいており ま す。 当土地改良区と し ては理事会で相談を 重ね、 令

和５ 年度は財政調整基金を 繰り 入れて予算編成を 行い、 年度内で今後の対策と し て可能な限り の節電・ 節

水対策、 支出見直し を 行い、 賦課金を 上げない、 ある いは何と か最小限に食い止める 努力を 行っ ていく こ

と と し ま し た。 組合員の皆様から の節減の提案を切に希望する も のでございま す。

　 農業を 取り 巻く 情勢が厳し さ を 増し ていま すが、 役職員一丸と なっ て、 組合員の負託に応えて 参り たいと

考えており ま す。 組合員の皆様には当土地改良区の事業運営に対し ま し てさ ら なる ご 理解と ご 協力を 賜り た

く お願い申し 上げま す。

理事長

杉本　 克己

理事長あいさ つ
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特定資産積立支出

1 7 ,3 7 3 　 1 %

土地改良事業費支出

1 ,0 0 3 ,1 4 6 　 5 6 %

　 当改良区は令和元年度に複式簿記を 導入し 、 令和４ 年度か
ら は新たな土地改良区会計基準に従っ て、 予算編成を 行っ て
いま す。 令和５ 年度は急激な電気料の上昇に対し 、 緊急的に
財政調整基金を 繰り 入れて予算編成を 行いま し た。
　 令和５ 年度収支予算は、 総括で18億510万円、 一般会計で
17億7753万円です。 一般会計で比較する と 前年度の14億3525
万円に対し 、 ３ 億4228万円、 24% の増と なり ま し た。
　 主な要因は、 電力料高騰対策で１ 億3813万円の増、 基幹ス
ト マネや農村地域防災減災など 団体営事業の採択増で１ 億
2033万円の増、 用排水路移設補償工事9900万円の増など です。

―――予算編成の重点―――
１ ． 事業展開
(1) 電力費高騰対策
　 揚排水機場維持管理費を8106万円、 臨時ポン プ電力料を含
む用水管理委員会維持管理費を 325万円、 環境用水導入事業
維持管理費を 53万円、 浄化対策業務受託費を 2387万円増額計
上し ま し た。 親松排水機場維持管理県管理事業の負担金や、
本部電気料に対し ても 、 予算計上額を 増額し ていま す。

(2) 用排水施設の計画的な補修更新
　 年度別整備計画に基づき 優先度の高いも のから 事業化し
て いま す。 団体営基幹水利施設ス ト ッ ク マネジ メ ン ト 事業
では、 両川揚水機場の補修や、 早通・ 清五郎上流１ 期・ 大
渕上流部・ 横越中流部の各排水路の補修工事に着手する た
め、 事業費１ 億3388万円を 計上し ま し た 。 ま た 次の改修候
補と な る 新潟東部2期地区・ 亀田分水路・ 二本木排水機場
の改修計画策定を 行う 農村地域防災減災事業に、 4547万円
を 計上し ま し た。

(3) 圃場整備事業
　 あら たに茅野山地区で事業を 開始し ま す。 初年度は換地等

調整事業を103万円で実施し ま す。

２ ． 事務運営
(1) 総代定数改正
　 総代定数を 見直し 経費の削減を図る と と も に、 現在の組合
員数およ び農地面積に応じ て、 適正に定数配分を行いま し た。
令和５ 年度の総代選挙から 新定数を 適用し ま す。
　 一方、 理事監事については、 報酬の見直し を 行いま し た。
こ れによ り 、 役員報酬全額は290万円程度の増額と なっ てい
ま す。
　 ま た、 事務所経費と し て、 エレ べータ ーの大規模補修を予
定し ていま す。

３ ． 収入計画
(1) 組合費賦課金等
　 令和5年度の賦課面積試算値は4133ヘク タ ール（ 前年度比
約９ ヘク タ ール減） と なり ま し た。 高騰する 電気料金に対し
ては財政調整基金を 繰り 入れて、 賦課金を 前年度同様に10ア
ール当たり 11,500円に据え置き ま し た。
　 ま た、 その他の収入計画は、 今年度、 区画整理事業から の
分割納入が見込める ため、 決済金6900万円、 他目的使用料
2860万円、 払下げ4500万円と し ま し た。
　 財政調整基金から の繰り 入れは、 例年の事務費繰り 入れのほか、
電力料高騰対策の必要額を加え、 約１ 億２ 千万円を繰り 入れま す。

　 以上のよ う に今年度は、 例年の必要な 事業展開と 事務運
営のほか、 電力料高騰対策を 行っ た う え で、 賦課金の前年
水準継続を 図っ たた め、 大き く 基金繰入額を 増やし て いま
す。 今後の電力料の動向や行政によ る 対策の動向を 踏ま え
ながら 、 可能な限り の節電・ 節水対策、 事務経費軽減策を 、
年度を 通じ て 検討し て ま いり ま す。 ご 理解と ご 協力を お願
いいたし ま す。

令和５ 年度　 予 算 概 要

単位： 千円
令和５ 年度 科目別総予算額

附帯事業費支出

1 7 ,2 6 0 　 1 %

土地改良事業負担金支出

8 2 ,1 6 5 　 5％特定資産取崩収入

2 6 2 ,5 9 2 　 1 5 %

借入金収入

1 9 ,5 1 0 　 1 % 　

雑収入

4 ,0 9 7 　 0 %

業務受託料収入

1 3 0 ,0 1 9 　 7 %

交付金収入

6 ,3 0 0 　 1 %

予備費

3 ,0 0 0 　 0 %

他会計繰出額

1 ,0 9 7 　 0 %

職員長期貸付金貸付支出

1 0 　 0 %支払利息

6 6 0 　 0 %

借入金返済支出

1 5 ,0 7 0 　 1 %固定資産売却収入

4 5 ,0 5 0 　 3 % 土地改良事業収入

5 6 9 ,4 9 5 　 3 2 %

基本財産運用収入

1 0 　 0 %

特定資産運用収入

7 0 　 0 %

一般管理費支出

6 1 7 ,1 7 3 　 3 5 %

繰越金

5 0 ,0 0 0 　 3 %

補助金等収入

4 8 3 ,1 4 1 　 2 7 %

附帯事業収入

1 8 1 ,9 5 0 　 1 0 %

職員長期貸付金回収収入

2 ,8 5 0 　 0 %

他会計繰入金

2 2 ,4 5 0 　 1 %
固定資産取得支出

2 0 ,2 8 0 　 1 %

雑支出

300　 0%

1 ,777 ,534

総支出額総収入額

1,777 ,534
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令和5 年度　 管 内 事 業
【 県営事業】

　 基幹水利施設ス ト ッ ク マネジメ ント 事業亀田郷地区は、 本所
排水路改修工事を実施し ま す。
　 地盤沈下対策事業は、 新潟南部８ 期、 亀田郷阿賀、 新潟中東
の３ 地区において、 阿賀用水路、 山崎排水路、 山二ツ 排水路の
３ 路線の改修工事、 排水路付帯工を実施し ま す。
　 湛水防除事業新潟東部地区は、 本所排水機場ポンプの整備工
を実施し ま す。
　 経営体育成基盤整備事業小杉１ 期地区は、 用水路改修工事を、
小杉２ 期地区は用水路補修工事を実施し ま す。 茅野山地区は、
ほ場整備事業の採択に向けた調査・ 設計諸元の検討を行いま す。

【 団体営事業】
　 農業経営高度化支援事業小杉地区は、 担い手への農用地の利
用集積を 促進する と と も に、 将来の農業生産を担う 効率的かつ
安定的な経営体を育成し 、 こ れら 経営体が農業生産を 担う 農業
構造の確立を図る ための活動を 支援する 事が目的で、 県営経営
体育成基盤整備事業のソ フ ト 事業と し て実施し ま す。
　 経営体育成促進換地等調整事業茅野山地区は、 換地計画の樹
立と 換地設計基準の作成を行いま す。
　 水利施設整備事業は、 両川揚水機場、 早通排水路１ 期、 清五
郎上流排水路１ 期、 大渕排水路（ 上流部） 、 横越排水路（ 中流
部） の５ 地区を実施し ます。 両川揚水機場の門扉改修、 排水路の

改修工事、 測量設計を実施し ま す。
　 県単農業農村整備事業二本木排水機場地区は、 ２ 号エンジンの分
解整備を、 大形揚水機場地区は、 除塵機の分解整備を実施し ます。
　 地域農業水利施設ス ト ッ ク マネジメ ン ト 事業（ 保全計画策
定） 亀田郷第11地区は、 除塵機１ 基、 用水路１ 路線、 排水路１
路線の機能保全計画を策定し ま す。
　 農村地域防災減災事業新潟東部第２ 地区、 亀田分水路地区、
二本木排水機場地区は実施計画を策定し ま す

【 その他事業】
　 土地改良施設維持管理適正化事業は、 定期的な施設の補修整
備に対応する ため、 計画的に加入・ 施工を行っていま す。 本年
度は中野山揚水機場の電動仕切弁取替を実施し ま す。
　 国営造成施設管理体制整備促進事業阿賀野川左岸地区は、 地
域における 用排水路の維持管理活動の体制強化を図り 、 維持管
理費の負担軽減につなげま す。 本年度は大石排水路水質浄化用
ポンプの整備（ １ 号ポンプの部品交換、 組立て、 据付工事） を
実施し ま す。
　 多面的機能支払交付金は、 支援業務を 土地改良区が受託し 、
支援室において地元活動組織と 連携し ながら 、 円滑な事業の推
進に務めま す。
　 ほか、 機場管理、 浄化用水・ 環境用水の導入、 用排水路移設
補償工事等、 新潟県・ 新潟市と 協力し ながら 事業を推進し ま す。

令和５ 年度　 補助事業等実施計画

（ 単位： 千円）

区分 事　 業　 名 概　 要地区名 実施年度
新規

継続

R５ 　 事　 業　 費

R４
補正額

県
　
営

団
　
体
　
営

そ
　
の
　
他

R５
割当額

R５
改良区
負担額

用排水路移設補償工事　 ３ 地区、
用水路移設補償工事設計業務　 １ 地区

新規
・

継続

受託事業
(用排水路移設補償工事、 用排水路移設補償工事設計業務)

こ の事業は、 農林水産省、 新潟県、 およ び新潟市の補助金を 受けて 実施し て い ま す。
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基幹水利施設ス ト ッ ク マネジメ ント 事業

地盤沈下対策事業

地盤沈下対策事業

地盤沈下対策事業

湛水防除事業

経営体育成基盤整備事業

経営体育成基盤整備事業

経営体育成基盤整備事業

農業経営高度化支援事業

経営体育成促進換地等調整事業

水利施設整備事業（ 基幹水利施設保全型）

水利施設整備事業（ 基幹水利施設保全型）

水利施設整備事業（ 基幹水利施設保全型）

水利施設整備事業（ 基幹水利施設保全型）

水利施設整備事業（ 基幹水利施設保全型）

県単農業農村整備事業（ 農地防災）

県単農業農村整備事業（ かんがい排水）

地域農業水利施設ス ト ッ ク マネジメ ン ト 事業（ 保全計画策定）

農村地域防災減災事業（ 実施計画策定）

農村地域防災減災事業（ 実施計画策定）

農村地域防災減災事業（ 実施計画策定）

土地改良施設維持管理適正化事業

国営造成施設管理体制整備促進事業

多面的機能支払交付金（ 農地維持) ( 資源向上( 共同) ）

多面的機能支払交付金（ 資源向上（ 長寿命化) ）

亀田郷

新潟南部８ 期

亀田郷阿賀

新潟中東

新潟東部

小杉（ １ 期）

小杉（ ２ 期）

茅野山

小杉

茅野山

両川揚水機場

早通排水路１ 期

清五郎上流排水路１ 期

大渕排水路(上流部)

横越排水路(中流部)

二本木排水機場

大形揚水機場

亀田郷第11

新潟東部第２

亀田分水路

二本木排水機場

中野山揚水機場

阿賀野川左岸

東・ 中央・ 江南部会

東・ 中央・ 江南部会

新潟中央環状線他

H26～R6

H21～R6

H28～R9

H30～R8

R2～R10

R3～R9

R5～R11

R5～R8

R3～R11

R5～R6

R2～R5

R4～R6

R4～R7

R4～R6

R5～R6

R5

R5

R5

R5

R5

R5

R5

H12～

H26～R5

H26～R5

R5

129,800 

50,000 

102,000 

197,000 

320,000 

78,000 

84,000 

4,000 

2,150 

1,034 

2,000 

4,650 

3,720 

2,093 

13,000 

24,300 

4,400 

4,500 

12,400 

10,600 

20,300 

7,000 

56,584 

172,417 

53,105 

287,000 

40,000 

249,197 

50,000 

19,470 

7,800 

8,400 

1,075 

300 

698 

558 

315 

1,950 

14,580 

2,860 

18,213 

継続

継続

継続

継続

継続

継続

新規

新規

継続

新規

継続

継続

継続

継続

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

継続

継続

継続

89,800 

50,000 

102,000 

197,000 

70,803 

28,000 

84,000 

4,000 

2,150 

1,034 

2,000 

4,650 

3,720 

2,093 

13,000 

24,300 

4,400 

4,500 

12,400 

10,600 

20,300 

7,000 

56,584 

172,417 

53,105 

287,000 

本所排水路改修

排水路付帯工1式

阿賀用水路改修

山崎排水路改修、 山二ツ 排水路改修

本所排水機場ポン プ整備工

用水路改修

用水路補修

調査計画（ 調査・ 設計諸元の検討）

高度土地利用調査・ 調査事業関連一式

換地計画の樹立及び換地設計基準作成

両川揚水機場門扉改修

早通排水路改修

清五郎上流排水路改修

大渕排水路（ 上流部） 改修

測量設計

二本木排水機場２ 号エンジン分解整備

大形揚水機場除塵機分解整備

除塵機1基､用水路１ 路線､排水路１ 路線　 機能保全計画策定

排水路６ 路線　 実施計画策定

亀田分水路　 実施計画策定

二本木排水機場　 実施計画策定

中野山揚水機場電動仕切弁取替

多面的費用ほか

８ 工区（ 10組織）

６ 工区（ ６ 組織）



事業部会

工事入札

監事会

用水管理委員会総会

監事会（ 中間監査）

理事会

選挙公告（ 監事総選挙）

監事選挙  選挙会

工事入札

当選人確定公告( 監事総選挙)

監事会

理事会

事業部会

報酬審議委員会

職員昇給・ 昇格審議委員会

監事会

理事会

総務部会

理事会

総務部会

理事会

監事会

理事会

通常総代会

理事会

監事会

理事会

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

19日

26日

〃　

28日

4日

14日

16日

25日

30日

5日

15日

16日

21日

〃　

23日

11日

〃　

27日

〃　

10日

15日

24日

1日

10日

17日

24日

27日

専決処分の承認について

令和４ 年度受託事業（ 用排水路移設補償工事） の変更について

令和４ 年度土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業の廃止について

令和４ 年度収支補正予算案について

団体営横越排水路（ 中流部） 地区水利施設整備事業（ 基幹水利施設保全型） の施行について

県単二本木排水機場地区農業農村整備事業（ 農地防災） の施行について

県単大形揚水機場地区農業農村整備事業（ かんがい排水） の施行について

団体営亀田郷第11地区地域農業水利施設ス ト ッ ク マネジメ ント 事業（ 保全計画策定） の施行について

団体営新潟東部第２ 地区農村地域防災減災事業（ 実施計画策定） の施行について

団体営亀田分水路地区農村地域防災減災事業（ 実施計画策定） の施行について

団体営二本木排水機場地区農村地域防災減災事業（ 実施計画策定） の施行について

団体営茅野山地区経営体育成促進換地等調整事業の施行について

令和５ 年度用排水路移設補償事業について

定款変更について

規約の一部改正について

会計細則の一部改正について

報酬・ 費用弁償・ 旅費なら びに退職給与金支給規程の

一部改正について

令和５ 年度賦課金について

令和５ 年度収支予算案について

令和５ 年度長期借入について

令和５ 年度基金積立金の一時流用について

令和５ 年度賦課金の徴収期日およ び方法について

　 令和５ 年３ 月10日亀田郷土地改良区大ホールにおいて、 令和５ 年度通常総代会が開催さ れ、 議長に三原修総代

( 曽野木) 、 副議長に五十嵐利夫総代（ 横越） を選出し 、 令和５ 年度収支予算案ほか21議案について、 原案どおり 議

決及び承認さ れま し た。

認第１ 号

議第１ 号

議第２ 号

議第３ 号

議第４ 号

議第５ 号

議第６ 号

議第７ 号

議第８ 号

議第９ 号

議第10号

議第11号

議第12号

議第13号

議第14号

議第15号

議第16号

議第17号

議第18号

議第19号

議第20号

議第21号

令和５ 年度　 通常総代会開催報告

令和５ 年度　 通常総代会（ 令和５ 年３ 月10日）

付 議 事 項

短　 　 　 信
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　 国、 県、 市によ る 高騰し た電気料金への支援事業が実施さ れ、 当改良区への支援額は合計3,868.5万円でし

た。 こ の支援事業は、 令和4年度にかかっ たポンプ場等の電気代が対象で、 高騰し た分のほと んど を 補填する

こ と が出来ま し た。 国、 県、 市へは感謝する 次第です。

　 令和5年度以降の支援事業の実施については、 現在、 検討中と のこ と ですが、 強く 要望し てま いり ま す。

　 なお、 組合員の皆様へは、 ポン プ場の電気代節約のためにも 、 こ れま で以上に節水に努めて頂き ま すよ

う 、 ご 協力を お願いいたし ま す。

　 土地改良法では従来、 総代定数の下限は各土地改良区の組合員数に応じ て決めら れていま し たが、 平成30

年の改正によ り 、 一律30人以上に改正さ れま し た。

　 こ れを 受けて当改良区では総代定数を 見直し 、 農業者の急激な減少と 出入作の進行を 踏ま え、 100ヘク タ ー

ルに１ 人の総代を 目安に、 総代定数を 40人に改めま し た。 こ

れについては令和４ 年度１ 年間を かけ、 理事・ 工区長会議で

工区から 意見を 持ち寄って方針を 決め、 理事会に諮り 、 最終

的に令和５ 年３ 月の通常総代会で総代選挙規程を 改定し ま し

た。 各選挙区ごと の総代定数は別表の通り です。

　 ま た、 総代の立候補や選挙権を 行使する 選挙区は、 権利

の目的と なる 土地の所在地だけでなく 、 住所地を 選択する

こ と も 可能と なり ま し た。

　 役員（ 理事・ 監事） 選挙規程も 改定し 、 総代選挙と 同様

に、 住所地によ る 選挙区を 選択でき る よ う になり ま し た。

　 現在の総代の任期は令和６ 年１ 月11日、 理事の任期は令

和６ 年１ 月31日ま でと なっ ていま す。 新たな選挙規程に基

づく 総代選挙は令和５ 年12月、 理事選挙は令和６ 年１ 月に

実施する 予定です。

総代選挙・ 理事選挙について

電気料金高騰への支援電気料金高騰への支援 ー電気料金高騰緊急対策支援事業ーー電気料金高騰緊急対策支援事業ー

～総代定数改定　 住所によ る 立候補・ 投票が可能に～

～総代選挙： 令和５ 年１ ２ 月実施　 理事選挙： 令和６ 年１ 月実施～

総代定数改正

電気料金高騰緊急対策支援事業

１ 億円

3 ,8 6 8 .5 万円

の支援

国： 36 5 .2 万円

県： 1,16 0 .2 万円

市： 2 ,3 4 3 .1万円 

５ 千万円

電
気

料
金

高
騰

分

0 R3年度 R4年度

選挙区

第一区

第二区

第三区

第四区

第五区

第六区

第七区

第八区

横越工区

大江山工区

亀田工区

両川工区

曽野木工区

鳥屋野工区

山潟工区・ 石山工区

大形工区

１ ０

９

１ ０

６

７

７

１ ０

８

６ ７

７

６

６

４

５

２

６

４

４ ０

選挙区域

合　 　 　 計

現定数 新定数
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土 地 改 良 区 か ら の お 願 い

亀田郷全水系における 適正な水管理について

　 日頃用水管理にご協力いただき ま し て大変あり がと う ございま す。

　 亀田郷の用水は水利権によ り 河川から 取水出来る 量が決ま っ ており ま す。 限り ある 用水を 掛け流すこ と に

よ り 水不足を 引き 起こ し ま すので、 水口の適切な管理を お願いし ま す。 掛け流し を 見つけた際は組合員皆様

から も 水口を 閉めていただく か、 水利調整委員ま たは分区長へ連絡し てく ださ い。

　 ま た、 漏水を 防止する こ と でも 用水の無駄を なく すこ と にも なり ま す。 水尻や畦を 確認し 漏水を 減ら すよ

う 努めてく ださ い。

　 電気料金が高騰し ており ま す。 細やかな用水管理は下流部での水不足の解消、 揚水機場の電気料金の軽減

になり ま す。 限り ある 用水です、 こ れま で以上に一人一人が細やかな水管理と 節水に努めていただく よ う に

お願いいたし ま す。

　 分区費・ 入作分区費を 廃止し て２ 年が経ちま す。 ですが、 地先管理のさ れてない農地、 道路、 水路が一部

ある よ う です。 亀田郷だよ り 等でも お知ら せいたし ま し たが、 再度確認のためご一読く ださ い。

　 所有及び耕作する 農地と 周り の道路水路を 各々の組合員が地先管理(除草・ 泥上げ)する こ と と なっ てま す。

周り の迷惑と なら ないよ う 、 日頃から 農地、 道路、 水路の管理を 心がけてく ださ い。 ま た畦の草刈り が不十

分な方も いら っ し ゃいま すので道路水路の除草と 合わせて徹底し てく ださ い。

　 地先管理を する 上で、 不明なこ と があり ま し たら 地先の分区長ま たは亀田郷土地改良区地域課に相談し 管

理し ていただく よ う よ ろ し く お願いいたし ま す。

道路、用排水路の地先管理を 徹底してく ださ い

＊地先管理の範囲と は　 耕作する農地に面し た用水路・ 排水路・ 道路です。

　 例年、 農道・ 水路に一部の心無い人によ っ てさ ま ざま な廃棄物が投棄さ れて農地を 取り 巻く 環境が脅かさ

れ、 施設の維持管理に支障が出る ばかり か多額の処理費用も 掛かっていま す。

　 不法投棄は犯罪です。 目撃さ れた方は、 車のナン バー等を 控え、 最寄り の警察署や当土地改良区へご一報

く ださ い。

不法投棄の防止にご協力お願いし ます
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土 地 改 良 区 か ら の お 願 い

　 当土地改良区の土地原簿は、 組合員皆さ まから の届出によ っ て更新さ れます。 農地の権利移動（ 売買、 交換、 賃貸借等) ・ 組合員が

亡く なら れたと き ・ 農業者年金を 受給し よ う と する と き （ 経営移譲) ・ 組合員の住所を 変更し たと き は、 速やかに「 組合員資格得喪通

知書」 を 提出く ださ い。

組合員資格得喪通知について

１ ． 使用料（ 5 年分）

２ ． 消費税（ 現行1 0 % ）

① 乗入れ（ 橋など）
 1 ㎡当たり  7 ,2 0 0 円／5 年間
② 浄化槽排水
 1 人槽当たり  1 ,8 0 0 円／5 年間
③ ガス管・ 上下水道管
 家庭引込 免除

　 当土地改良区が管理する農道や水路を 農業以外の目的で使用する場合、 当土

地改良区の許可が必要と なり ますので、 速やかに「 土地改良財産他目的使用申

請書」 を ご提出く ださ い。

　 使用期間は最大で５ 年間です。 引き続き使用する場合は更新手続きが必要です｡

　 無断で使用し ている 場合、 直ちに撤去命令を 発し 、 原形に復するため復旧工

事等の費用をご負担いただき ます。

　 なお、 広告看板は許可いたし ません。

　 他目的使用に伴う 納入額は右のと おり と なり ます。

他目的使用について

　 当土地改良区の許可書、 同意書、

意見書又は証明書その他こ れに類

する 文書を 交付する 場合は、 手数

料1 ,0 0 0 円と 消費税（ 現行1 0 ％)

を納入いただき ます。

手数料について

　 賦課令書の配布に併せて賦課内訳書も お送り し ており ます。 今一度、 現在賦課さ れてい

る土地をご確認いただき ますよう お願い申し 上げます。

　 何かお気付きの点やご不明な点等ございまし たら 、 当土地改良区にお問い合わせく ださ い。

　 ご指摘の点につき まし ては、 実地調査し 、 所定の手続き を 行っ た上で処理さ せていただ

き ます。

賦課内訳書の確認について

　 佐野藤三郎氏(1 9 2 3 ～1 9 9 4 )は中蒲原郡石山村(現在の新潟市東区)の農家に生まれ、 1 9 5 5 (昭和3 0 )年、 亀田

郷土地改良区の理事長と なり 、 亀田郷の乾田化の総仕上げと 乾田化後の農業技術の確立に努めまし た。 また地震や

豪雨等の災害や急速な都市化に対応し 、 都市と 農村の調和の取れた発展に尽力し まし た。 こ の経験を活かし 1 9 7 6

(昭和5 1 )年から 度々訪中し 、 中国東北部の三江平原をはじ めと する農業開発の技術指導の中心者と なり まし た。

　 佐野氏の生誕1 0 0 年と なる今年、 当改良区ではこ の夏、 記念イ ベント を計画し ています。 佐野氏の足跡を 振り

返る展示室や資料館の公開や、 こ れから の農業経営の参考と なる基調講演、 若手農家経営者と のパネルディ スカ ッ

ショ ン、 交流会などを行う 予定です。

　 また、 公益財団法人食の新潟国際賞財団でも 今年、 年間を通じ て佐野氏生誕1 0 0 年を記念する事業を実施し ています。 佐野氏の新潟市

名誉市民称号授与運動、 次世代に語り 継ぐ マンガ制作及び出版、 市民向けの記念シンポジウム及びセミ ナーを計画し ています。

　 皆さ まも こ う し た機会に、 佐野氏の功績に触れ、 農業と 地域の発展に向ける思いを新たにし ていただきますよう 、 ご案内いたし ます。

　 当土地改良区への申請や届出等の様式がホーム

ページから ダウン ロード でき ます。

　 形式はE xc e l（ エク セル） と W o rd（ ワード ） をご

用意し まし たのでご 利用く ださ い。

　 な お、ご 提出いた だく 際は、関係図面や関係資

料の添付を 要し ま すので、ご不明な 点はお問い合

わせく ださ い。

　 ホームページアド レスは次のと おり です。

ht tp ://w w w .ka m e da g ou .jp /d ow n lo a d /

申請様式のダウンロード について

　 今後、 高齢化によ る離農や農地の利用集積の進展に伴い、 土地持ち 非農家

の増加が見込まれる 中で、 土地改良区が施設の維持管理、 更新等を的確に行

っ ていく ためには、 耕作者の意見が適切に反映さ れるよ う な事業運営を 確立

し ていく こ と が必要と なり ます。 そのため、 土地所有者から 耕作者への組合

員資格変更を 円滑に進める ためにも 、 当土地改良区では、 原則と し て耕作者

を 組合員と する べく 啓発を 進めてまいり ます。 ただし 、 土地所有者が組合員

になれないと いう わけではあり ませんので、 土地所有者と 耕作者の間で話し

合っ ていただき 、 いずれかと なるよ う ご協力を お願いいたし ます。

組合員資格の耕作者への変更について

　 農地転用等により 地区除外する 場合は、 土地改良法によ る決済が義務付けら れています。 農地転用さ れる方は、 速やかに「 農地転用

等の通知および地区除外申請書」 を 提出し 、 決済金のご負担をお願いし ます。

◆決済金と は
・ 区域内における農地を宅地や公共事業用地（ 道路、 水路等） など農地以外の用途に転用

さ れますと 当該受益面積が減少し 、 償還金や将来の維持管理費を残さ れた農地の組合員

が負担するこ と になり 、 その過重負担を招く こ と のないよう に農地を転用すると き土地
改良法（ 第4 2 条第２ 項） に基づき一定額を納めていただく も のです。

・ 決済金の算定にあたっ ては、 毎事業年度のはじ めに次年度以降の債務額、 県営事業分担

金、 団体営事業負担金のほか将来の維持管理費や事務費なども 組み入れて算定し 、 理事
会において決済金の額を決定し ています。

・ 令和５ 年度の農地転用に伴う 決済金は、 次のと おり と なり ます。

農地の転用（ 地区除外） について

田

畑

地目変更

(田から 畑)

6 2 4 ,0 0 0 円（ 1 0 a当たり ）

1 5 6 ,0 0 0 円（ 1 0 a当たり ）

4 6 8 ,0 0 0 円（ 1 0 a当たり ）

佐野藤三郎氏  生誕100周年記念事業
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